
Title 民事訴訟法學會編『民事訴訟法講座』 (第一卷～第五卷)
Sub Title The association of civil procedure law (ed.) : Lectures on civil

procedure law, Vol. 1-6
Author 石川, 明(Ishikawa, Akira)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1956

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.29, No.11 (1956. 11) ,p.66- 68 

JaLC DOI
Abstract
Notes 紹介と批評
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19561115-0066

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


民
事
訴
訟
法
學
會
編

民
事
訴
訟
法
講
座
（
第
悪
～
第
五
巻
）

e

　
第
五
雀
の
刊
行
に
よ
る
本
講
座
の
完
結
は
、
民
事
訴
訟
法
雄
誌
の
刊
行
に
績

く
本
學
會
會
員
の
協
力
の
賜
物
と
し
て
誠
に
喜
ば
し
く
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

本
講
座
の
目
的
は
、
民
事
訴
訟
法
の
「
難
解
な
學
問
的
研
究
に
興
味
と
理
解

を
興
え
、
」
「
教
科
書
の
知
識
に
膚
肉
を
與
え
る
」
こ
と
と
さ
れ
る
が
（
訓
薪
の
）
、

こ
の
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
講
座
を
通
讃
し
て
感
じ
る

こ
と
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

六
六
　
　
（
一
噌
九
四
）

　
ω
項
目
の
選
揮
に
つ
い
て
。
本
講
座
の
項
目
割
は
既
存
の
教
科
書
一
般
の
そ

れ
に
從
つ
て
い
る
。
し
か
し
そ
5
で
あ
つ
て
も
教
科
書
一
般
と
異
つ
た
遣
り
方

で
解
説
が
加
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
。
教
科
書
と

論
文
の
中
間
を
い
く
解
説
、
制
度
の
歴
史
的
考
察
、
實
務
上
の
問
題
黙
の
摘
示
、

到
例
の
引
用
等
（
講
座
中
の
ど
れ
が
こ
れ
ら
の
何
れ
に
あ
て
は
ま
る
か
は
、
各

項
目
を
一
見
す
れ
ば
分
明
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
い
ち
い
ち
取
上
げ
な
い
）
。

こ
の
意
昧
で
特
に
秀
れ
た
論
読
（
⇔
で
指
摘
）
及
び
特
に
低
調
叉
は
教
科
書
的

解
読
に
堕
し
た
若
干
の
項
目
（
遺
憾
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
も
な
い
で
は
な

い
）
を
除
い
て
、
そ
の
目
的
を
達
し
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
縦
の
匪
割
り
に

封
し
垂
直
に
交
る
横
の
匿
割
り
を
考
え
る
こ
と
が
よ
り
合
目
的
的
で
は
な
か
つ

た
ろ
う
か
。
例
え
ば
民
事
手
績
の
分
類
・
農
系
づ
け
を
取
扱
う
手
績
総
論
（
こ

の
問
題
は
小
野
木
氏
「
非
訟
事
件
の
本
質
」
で
若
干
論
及
さ
れ
て
い
る
）
、
民
事

訴
訟
の
制
度
史
的
及
び
學
読
史
的
解
読
，
．
（
齋
藤
氏
「
民
事
裁
剣
の
歴
史
」
は
前

者
に
、
中
村
氏
「
訴
椹
學
読
と
訴
訟
理
論
の
構
造
」
「
私
法
行
爲
と
訴
訟
行
爲
」

「
既
判
力
の
本
質
」
等
は
後
者
に
論
及
し
て
い
る
）
、
裁
到
論
（
岩
松
氏
「
裁
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り

論
」
、
は
判
決
・
決
定
・
命
令
の
本
質
に
鯛
れ
て
い
な
い
）
等
を
中
心
に
項
目
を

選
揮
す
る
な
ら
、
よ
り
充
實
し
、
講
座
本
來
の
目
的
に
適
す
る
も
の
が
出
來
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
筆
者
は
元
來
、
中
村
博
士
の
常
に
指
摘
せ
ら
れ
る

が
如
く
（
勿
論
博
士
の
訴
訟
理
論
に
無
條
件
に
賛
同
す
る
も
の
で
は
な
い
）
、
實

髄
法
と
訴
訟
法
の
綜
合
的
解
繹
の
面
に
法
解
縄
學
の
一
つ
の
活
路
を
見
出
し
ぞ

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
實
豊
法
學
者
が
自
ら
を
訴
訟
法
學
と
絶
縁
し
て
い
る
現

在
、
訴
訟
法
學
者
こ
そ
實
豊
法
と
訴
訟
法
の
關
係
乃
至
訴
権
學
読
と
訴
訟
理
論

の
問
題
と
闘
蓮
し
て
、
か
か
る
問
題
を
取
上
げ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考

え
る
。



　
ω
各
項
目
間
の
學
的
水
準
の
差
異
。
前
述
の
如
く
各
項
目
の
論
述
の
調
子

は
、
教
科
書
的
解
読
と
は
蓮
つ
た
味
を
出
そ
う
と
努
力
し
な
が
ら
も
、
そ
の
遣

り
方
が
異
る
た
め
（
ω
参
照
）
、
か
な
り
程
度
に
差
が
生
じ
て
い
る
。
更
に
教
科

書
と
論
文
の
中
聞
を
目
標
と
し
た
以
上
の
も
の
の
他
、
特
に
論
述
の
調
子
の
高

い
も
の
及
び
低
い
も
の
の
あ
る
事
ば
既
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
等
の
5
ち
特
に
教

科
書
的
解
説
に
止
る
箇
所
は
講
座
本
來
の
目
的
か
ら
し
て
意
味
が
な
い
。

　
⑧
解
読
事
項
の
重
複
。
一
例
を
撃
げ
れ
ば
、
訴
訟
上
の
請
求
は
中
田
氏
捲
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
や
　
　
　
ら
　
　
い

の
「
訴
訟
上
の
請
求
」
以
外
に
、
各
所
で
不
必
要
に
重
複
し
て
読
か
れ
て
い
る
。

か
か
ろ
分
捲
協
同
の
仕
事
に
お
い
て
は
、
執
筆
者
間
の
蓮
絡
の
徹
底
が
特
に
必

要
と
思
わ
れ
る
。

㊧

　
以
下
理
論
的
に
興
味
あ
る
項
目
を
指
摘
し
よ
う
。
た
だ
諸
灌
威
は
、
各
々
得

意
と
さ
れ
る
項
目
を
捲
當
し
、
往
年
の
名
篇
を
や
さ
し
く
書
換
え
ら
れ
て
い
る

も
の
が
多
く
（
例
え
ば
中
村
氏
捲
當
の
三
項
目
、
中
田
氏
播
當
の
三
項
目
、
兼

子
氏
「
執
行
請
求
椹
論
」
、
宮
崎
氏
「
調
停
の
理
念
」
、
小
野
木
氏
「
非
訟
事
件

の
本
質
」
等
々
）
、
こ
れ
ら
に
は
紙
敷
の
關
係
上
ふ
れ
ず
に
お
く
。

　
全
巻
を
通
じ
特
に
そ
の
内
容
が
新
し
く
、
傑
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の

は
、
次
の
三
項
目
で
あ
る
。
①
三
ケ
月
氏
「
灌
利
保
護
の
資
格
と
利
釜
」
（
第
一

巻
）
。
そ
の
取
扱
い
に
關
す
る
學
読
を
系
譜
的
に
考
察
し
、
そ
の
存
在
の
場
及
び

二
つ
の
捉
え
方
を
的
確
に
指
摘
し
、
何
れ
の
方
法
が
委
當
す
る
か
は
取
扱
の
目

的
に
よ
る
こ
と
、
從
つ
て
訴
訟
上
の
取
扱
に
そ
の
公
法
的
契
機
が
彊
調
さ
れ
る

と
さ
れ
、
そ
の
問
題
驕
を
槍
討
さ
れ
る
。
図
同
氏
「
執
行
に
野
す
る
救
濟
」
（
第

四
巻
）
。
本
稿
中
注
目
す
べ
き
は
不
當
執
行
救
濟
訴
訟
の
本
質
論
及
び
そ
れ
と

紹
　
介
　
と
　
批
　
詐

關
蓮
し
て
傳
統
的
な
訴
の
三
分
法
に
封
す
る
批
到
的
見
解
で
あ
る
。
ま
ず
確
認

．
給
付
・
形
成
と
い
う
訴
の
傳
統
的
三
分
法
が
軍
に
歴
史
的
襲
展
の
所
産
に
す

ぎ
ず
、
か
か
る
歴
史
的
範
疇
と
確
認
・
形
成
作
用
な
る
裁
判
の
作
用
と
が
直
ち

に
重
り
合
わ
な
い
事
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
訴
の
本
質
を
「
實
豊
権
の
確
定
と
執

行
力
の
排
除
と
い
う
二
つ
の
機
能
（
確
認
作
用
と
形
成
作
用
r
筆
者
註
）
を
併

有
す
る
特
殊
の
訴
」
と
し
て
、
新
し
い
見
解
を
打
出
し
て
い
る
。
⑧
伊
東
氏
「
訴

訟
行
爲
の
暇
疵
」
（
第
二
巻
）
。
注
目
す
べ
き
は
ω
訴
訟
行
爲
の
概
念
規
定
、
㈲

訴
訟
行
爲
の
傳
統
的
三
分
法
の
み
が
暇
疵
の
問
題
に
有
用
で
あ
る
こ
と
の
指
摘

（
そ
の
他
の
分
類
方
法
の
批
判
も
含
め
て
）
、
の
訴
訟
行
爲
の
許
贋
に
お
け
る
成

立
・
不
成
立
の
認
定
基
準
（
從
來
の
通
読
的
見
解
に
異
論
を
示
さ
れ
る
）
、
◎

成
立
・
適
法
・
有
敷
を
含
む
三
段
階
的
評
便
方
法
に
甥
す
る
異
論
の
批
判
、
㈹

綴
疵
原
因
の
整
理
上
の
四
分
法
等
で
あ
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
黙
で
あ
る
。
①
伊
東
氏
「
既
判
力
の
範
園
」

（
第
三
巻
）
。
時
敷
の
援
用
、
形
成
権
の
行
使
の
既
判
力
に
よ
る
遮
断
の
理
由

を
、
通
読
に
疑
問
を
提
示
し
つ
つ
、
「
訴
訟
上
の
當
事
者
の
行
爲
態
度
を
も
加
え

た
辮
論
終
結
時
の
法
状
態
を
訴
訟
が
閲
明
す
べ
き
も
の
と
す
れ
ぽ
、
軍
な
る
事

實
の
存
否
の
報
告
的
陳
述
と
こ
の
種
の
行
爲
と
の
間
に
、
本
質
的
差
異
は
な
い
」

黙
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
③
木
川
氏
「
請
求
の
拡
棄
・
認

諾
」
。
③
中
村
英
郎
氏
「
裁
判
上
の
和
解
」
（
双
方
と
も
第
三
巻
）
。
爾
氏
は
、

そ
の
本
質
論
に
つ
き
、
所
謂
二
元
観
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
從
來
の
爾
性
読
及

び
併
存
説
に
満
足
さ
れ
ず
、
實
膿
法
上
の
暇
疵
が
訴
訟
行
爲
に
影
響
を
與
え
る

根
族
を
、
各
々
新
た
に
構
成
さ
れ
よ
う
と
す
る
（
特
に
八
O
八
頁
、
八
二
六
頁

以
下
）
。
こ
の
御
努
力
に
封
し
て
は
敬
意
を
表
す
る
。
し
か
し
、
な
お
、
筆
者
に

は
、
こ
れ
ら
の
行
爲
が
純
然
た
る
訴
訟
行
爲
で
あ
つ
て
、
結
果
的
に
も
暇
疵
を

六
七
　
　
（
一
　
九
五
）



紹
　
介
　
と
　
批
　
評

遮
漸
し
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
㈲
最
後
に
小
野
木
民
「
非
訟
事

件
の
本
質
」
に
若
干
ふ
れ
よ
う
。
教
授
は
既
に
名
篇
「
訴
訟
事
件
と
非
訟
事
件
」

を
書
か
れ
、
こ
の
問
題
捲
當
の
適
任
者
で
あ
盗
。
教
授
は
非
訟
事
件
の
本
質
の

考
察
態
度
と
し
て
、
演
繹
的
乃
至
理
論
的
立
場
、
瞬
納
的
乃
至
實
謹
的
立
場
及

び
法
政
策
的
立
場
の
三
つ
を
指
摘
さ
れ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
は
互

に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
第
三
の
立
場
は
本
質
論
の
断
念

論
又
は
不
必
要
論
で
、
本
質
論
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
む
し
ろ
第
二
の
立
場
に

解
清
し
得
よ
う
（
例
え
ば
前
號
で
紹
介
し
た
閃
帥
9
は
第
三
の
立
場
に
立
つ

と
い
え
よ
う
が
、
彼
が
非
訟
事
件
手
績
の
特
質
を
求
め
る
こ
と
は
と
り
も
な
お

さ
ず
そ
の
本
質
論
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
）
。
か
く
て
第
一
・
第
二

の
立
場
の
封
立
に
考
察
を
絞
る
場
合
、
本
質
と
現
象
が
相
關
關
係
に
立
つ
と
す

る
な
ら
、
二
つ
の
立
場
は
互
に
矛
盾
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
博
士
は
「
非

訟
事
件
の
本
質
は
、
訴
訟
事
件
と
を
封
比
せ
し
め
、
し
か
も
、
爾
者
の
そ
れ
ぞ

れ
の
手
綾
面
に
お
け
る
特
異
黙
と
相
關
的
に
、
積
極
的
に
求
む
べ
き
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
）
。
更
に
結
論
と
し
て
非
訟

事
件
の
本
質
を
形
成
に
求
め
ら
れ
る
が
、
裁
到
の
形
成
作
用
を
考
え
る
場
合
直

ち
に
賛
同
し
得
ず
、
や
は
り
行
政
と
い
う
黙
に
求
め
た
い
と
考
え
る
（
博
士
が

「
形
成
訴
訟
と
調
停
手
績
は
、
い
ず
れ
も
形
成
を
ま
ね
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
封

象
と
手
績
の
構
造
の
相
蓮
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
者
が
訴
訟
事
件
で

あ
り
、
後
者
が
非
訟
事
件
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
の
は
、
形
成
と
い
う
作
用
以
外
の
鮎
に
そ
の
本
質
を
求
め
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
よ
う
）
。

　
紙
幅
の
關
係
上
こ
こ
に
學
げ
た
も
の
以
外
の
償
値
あ
る
項
目
を
解
説
し
え
な

か
つ
た
事
は
残
念
で
あ
る
。
記
し
て
執
筆
者
諸
氏
の
御
了
解
を
求
め
る
次
第
で

あ
る
。
　
（
有
斐
閣
爽
行

巻
各
四
〇
〇
圓
）

英石

川

中
　
村

六
八
　
　
（
一
　
九
六
）

第
一
・
第
四
巻
各
三
八
○
圓
　
第
二
・
第
三
・
第
五

執
筆
者
紹
介

修
　
道

忠
　
雄

宮
　
澤
　
浩

石

∫ll

涜明

十
　
時
　
嚴
　
周

法
學
部
教
授

法
學
部
教
授

法
學
部
助
教
授

法
學
部
助
手

法
學
部
助
手

法
學
部
副
手

（
石
川
　
明
）

東
洋
外
交
史

中
國
政
治
史

國
際
法

刑
事
學

民
事
訴
訟
法

吐
會
學


